
（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション）   

算定要件抜粋（指定居宅(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準等より抜粋） 

 （下線は改正部分） 

⑴ 通所リハビリテーション 

通所リハビリテーション費【新設】 
注２ 通所リハビリテーション費について、感染症又は災

害(厚生労働大臣が認めるものに限る。)の発生を理由
とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実
勢が当該月の前年度における月平均の利用者数より
も100分の５以上減少している場合に、都道府県知事
に届け出た指定通所リハビリテーション事業所にお
いて、指定通所リハビリテーションを行った場合に
は、利用者数が減少した月の翌々月から３月以内に限
り、１回につき所定単位数の100分の３に相当する単
位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減
少に対応するための経営改善に時間を要することそ
の他の特別の事情があると認められる場合は、当該加
算の期間が終了した月の翌月から３月以内に限り、引
き続き加算することができる。 

 

 

 

入浴介助加算【区分・要件】 
注７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも

のとして都道府県知事に届け出て当該基準による入
浴介助を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従
い、１日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算
する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して
いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定
しない。 
イ 入浴介助加算(Ⅰ) 40単位 
ロ 入浴介助加算(Ⅱ) 60単位 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※厚生労働大臣が定める基準 
二十四の四 通所リハビリテーション費における入浴介
助加算の基準 

イ 入浴介助加算（Ⅰ） 
入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有し
て行われる入浴介助であること。 
 
ロ 入浴介助加算（Ⅱ） 
次のいずれにも適合すること。 
⑴ イに掲げる基準に適合すること。 
⑵  医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介
護支援専門員その他の職種の者（以下この号において
「医師等」という。）が利用者の居宅を訪問し、浴室
における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価し
ていること。当該訪問において、当該居宅の浴室が、
当該利用者自身又はその家族等の介助により入浴を
行うことが難しい環境にあると認められる場合は、訪
問した医師等が、指定居宅介護支援事業所の介護支援
専門員又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特
定福祉用具販売事業所の福祉用具専門相談員と連携
し、福祉用具の貸与若しくは購入又は住宅改修等の浴
室の環境整備に係る助言を行うこと。 

⑶ 当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚
士が、医師との連携の下で、利用者の身体の状況、訪
問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等
を踏まえて個別の入浴計画を作成すること。 

⑷ ⑶の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅
の状況に近い環境で、入浴介助を行うこと。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション）   

リハビリテーションマネジメント加算【区分・要件】 
注８ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも

のとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリ
テーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士その他の職種の者が共同し、継続的にリハ
ビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテー
ションマネージメント加算として、次に掲げる区分に
応じ、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加
算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し
ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算
定しない。 

 
イ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 
 ⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家

族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起
算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を
管理した場合  560単位 

 ⑵ 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間
のリハビリテーションの質を管理した場合  240単
位 

 
ロ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 
 ⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家

族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起
算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を
管理した場合  593単位 

 ⑵ 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間
のリハビリテーションの質を管理した場合  273単
位 

  
ハ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 
 ⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家

族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起
算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を
管理した場合  830単位 

 ⑵ 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間
のリハビリテーションの質を管理した場合  510単
位 

 
ニ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 
 ⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家

族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起
算して６月以内の期間のリハビリテーションの質を
管理した場合  863単位 

 ⑵ 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間
のリハビリテーションの質を管理した場合  543単
位 

 

※厚生労働大臣が定める基準 
二十五 通所リハビリテーション費におけるリハビリテ
ーションマネジメント加算の基準 
イ リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定
通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所
の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利
用者に対する当該リハビリテーションの目的に加え
て、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意
事項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する
際の基準、当該リハビリテーションにおける利用者に
対する負荷等のうちいずれか一以上の指示を行うこ
と。 

⑵ ⑴における指示を行った医師又は当該指示を受け
た理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当
該指示の内容が⑴に掲げる基準に適合するものであ
ると明確にわかるように記録すること。 

⑶ (略) 
⑷ 通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス等
基準第百十五条第一項に規定する通所リハビリテー
ション計画をいう。以下同じ。)について、当該計画
の作成に関与した理学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の
同意を得るとともに、説明した内容等について医師へ
報告すること。 

⑸・⑹（略） 
⑺ 次のいずれかに適合すること。 
 ㈠・㈡ (略) 
⑻ ⑴から⑺までに掲げる基準に適合することを確認
し、記録すること。 

 
ロ リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ イ⑴から⑻までに掲げる基準のいずれにも適合す
ること。 

⑵ 利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の
内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーシ
ョンの提供に当たって、当該情報その他リハビリテー
ションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を
活用していること。 

 
ハ リハビリテーションマネジメント加算(B)イ 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ イ⑴から⑶まで及び⑸から⑺までに掲げる基準のい
ずれにも適合すること。 

⑵・⑶ （略） 
 

ニ リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ (略) 
⑵ 利用者ごとの通所リハビリテーション計画書等の
内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーシ
ョンの提供に当たって、当該情報その他リハビリテー
ションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を
活用していること。 

 

 

 

 

 

 



（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション）   

生活行為向上リハビリテーション実施加算【要件】 
注11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別

に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリ
テーション事業所が、生活行為の内容の充実を図るた
めの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーショ
ンの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあ
らかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーショ
ンを計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を
支援した場合は、生活行為向上リハビリテーション実
施加算として、リハビリテーション実施計画に基づく
指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の
属する月から起算して６月以内の期間に限り、１月に
つき1,250単位を所定単位数に加算する。ただし、短
期集中個別リハビリテーション実施加算又は認知症
短期集中リハビリテーション実施加算を算定してい
る場合においては、算定しない。また、短期集中個別
リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リ
ハビリテーション実施加算を算定していた場合にお
いては、利用者の急性増悪等によりこの加算を算定す
る必要性についてリハビリテーション会議(指定居宅
サービス基準第80条第５号に規定するリハビリテー
ション会議をいう。)により合意した場合を除き、こ
の加算は算定しない。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 
二十八 通所リハビリテーション費における生活行為向
上リハビリテーション実施加算の基準 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
イ～ハ （略） 
 
ニ 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーシ
ョンマネジメント加算(A)イ又はロ若しくは(B)イ又は
ロのいずれかを算定していること。 

 
ホ 指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師
の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴
覚士が当該利用者の居宅を訪問し、生活行為に関する評
価をおおむね一月に一回以上実施すること。 

 
※厚生労働大臣が定める施設基準 
八 指定通所リハビリテーションにおける生活行為向上
リハビリテーション実施加算に係る施設基準 

(略) 

 

栄養アセスメント加算【新設】  
注13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものと

して都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテー
ション事業所において、利用者に対して、管理栄養士
が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ご
との低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握
することをいう。以下この注において同じ。)を行っ
た場合は、栄養アセスメント加算として、１月につき
50単位を所定単位数に加算する。ただし、当該利用者
が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受
けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日
の属する月は、算定しない。 

  ⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携に
より管理栄養士を１名以上配置していること。 

  ⑵ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その
他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施
し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説
明し、相談等に必要に応じ対応すること。 

  ⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に
提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その
他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な
情報を活用していること。 

  ⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している
指定通所リハビリテーション事業所であること。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 
十八の二 通所リハビリテーション費における栄養アセ
スメント加算の基準 
通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれに
も該当しないこと。 

 

栄養改善加算【要件】 
注14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも

のとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある
利用者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養改善
サービスを行った場合は、栄養改善加算として、３月
以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につ
き200単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改
善サービスの開始から３月ごとの利用者の栄養状態
の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サー
ビスを引き続き行うことが必要と認められる利用者

※厚生労働大臣が定める基準 
二十九 通所リハビリテーション費における栄養改善加
算の基準 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
 イ・ロ (略) 
 ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当

該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サ
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定
期的に記録していること。 



（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション）   
については、引き続き算定することができる。 

 
 ニ・ホ (略) 
 

 

口腔機能向上加算【区分・要件】 
注16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも

のとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下し
ている利用者又はそのおそれのある利用者に対して、
当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に
実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥
下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利
用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認めら
れるもの（以下この注において「口腔機能向上サービ
ス」という。）を行った場合は、口腔機能向上加算と
して、当該基準に掲げる区分に従い、３月以内の期間
に限り１月に２回を限度として１回につき次に掲げ
る単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ
るいずれかの加算を算定している場合においては、次
に掲げるその他の加算は算定しない。また、口腔機能
向上サービスの開始から３月ごとの利用者の口腔機
能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上
サービスを引き続き行うことが必要と認められる利
用者については、引き続き算定することができる。 
⑴ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位 
⑵ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位 

※厚生労働大臣が定める基準 
三十 通所リハビリテーション費における口腔機能向上
加算の基準 
イ 口腔機能向上加算（Ⅰ） 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配
置していること。 

⑵ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚
士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員そ
の他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改
善管理指導計画を作成していること。 

⑶ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言
語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サ
ービス（指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所
リハビリテーション費の注16に規定する口腔機能向
上サービスをいう。以下同じ。）を行っているととも
に、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 

⑷ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状
況を定期的に評価していること。 

⑸ 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のい
ずれにも該当しないこと。 

 
 

 

科学的介護推進体制加算【新設】 
注20 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものと

して都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテー
ション事業所が、利用者に対し指定通所リハビリテー
ションを行った場合は、科学的介護推進体制加算とし
て、１月につき40単位を所定単位数に加算する。 
イ 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認
知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る
基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

ロ 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見
直すなど、指定通所リハビリテーションの提供に当
たって、イに規定する情報その他指定通所リハビリ
テーションを適切かつ有効に提供するために必要
な情報を活用していること。 

 

 

 

移行支援加算【要件・名称（社会参加支援加算の変更）】 
二 移行支援加算  12単位 
 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも

のとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリ
テーション事業所が、リハビリテーションを行い、利
用者の指定通所介護事業所等への移行等を支援した
場合は、移行支援加算として、評価対象期間(別に厚
生労働大臣が定める期間をいう。)の末日が属する年
度の次の年度内に限り、１日につき所定単位数を加算
する。 

※厚生労働大臣が定める基準 
三十二 通所リハビリテーション費における移行支援加
算の基準 
イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ 評価対象期間において指定通所リハビリテーショ
ンの提供を終了した者(以下、「通所リハビリテーシ
ョン終了者」という。)のうち、指定通所介護等(指定
通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハ
ビリテーションを除く。)を実施した者の占める割合
が百分の三を超えていること。 

⑵ 評価対象期間中に指定通所リハビリテーションの
提供を終了した日から起算して十四日以降四十四日
以内に、通所リハビリテーション従業者(指定居宅サ
ービス等基準第百十一条第一項に規定する通所リハ
ビリテーション従業者をいう。)が、通所リハビリテ
ーション終了者に対して、当該通所リハビリテーショ
ン終了者の指定通所介護等の実施状況を確認し、記録
していること。 



（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション）   
 

ロ 十二を当該指定通所リハビリテーション事業所の利
用者の平均利用月数で除して得た数が百分の二十七以
上であること。 

 
ハ 通所リハビリテーション終了者が指定通所介護等の
事業所へ移行するに当たり、当該利用者のリハビリテー
ション計画書を移行先の事業所へ提供すること。 

 
※厚生労働大臣が定める期間 
十九 指定居宅サービス介護給費単位数表の通所リハビ
リテーション費のニの注の厚生労働大臣が定める期間 
移行支援加算を算定する年度の初日の属する年の前年の
一月から十二月までの期間(厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして都道府県知事に届け出た年にお
いては、届出の日から同年十二月までの期間) 

 

サービス提供体制強化加算【区分・要件】 
ホ サービス提供体制強化加算 
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリ
テーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビ
リテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分
に従い、１回につき次に掲げる所定単位数を加算す
る。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい
る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し
ない。 
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 22単位 
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 18単位 
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) ６単位 

※厚生労働大臣が定める基準 
三十三 通所リハビリテーション費におけるサービス提
供体制強化加算の基準 
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ 次のいずれかに適合すること。 
㈠ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員
の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七
十以上であること。 

㈡ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員
の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占
める割合が百分の二十五以上であること。 

⑵ 通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のい
ずれにも該当しないこと。 

 
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
 ⑴（略）          
⑵ イ⑵に該当するものであること。 
 

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員
の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四
十以上であること。 

㈡ 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提
供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の
占める割合が百分の三十以上であること。 

 ⑵（略）          
 

 

⑵ 介護予防通所リハビリテーション 

生活行為向上リハビリテーション実施加算【区分・要件】 
注３ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別
に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているもの
として都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハ
ビリテーション事業所が、生活行為の内容の充実を図る
ための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーショ
ンの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあら
かじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーションを
計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援し
た場合は、生活行為向上リハビリテーション実施加算と
して、リハビリテーション実施計画に基づく指定介護予
防通所リハビリテーションの利用を開始した日の属す

※厚生労働大臣が定める基準 
百六の六 介護予防通所リハビリテーション費における
生活行為向上リハビリテーション実施加算の基準 
次のいずれにも適合すること。 
イ～ハ (略) 
ニ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介
護予防サービス等基準第百十七条第一項に規定する指
定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下
同じ。)の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作
業療法士若しくは言語聴覚士が当該利用者の居宅を訪
問し生活行為に関する評価をおおむね一月に一回以上



（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション）   
る月から起算して６月以内の期間に限り、１月につき
562単位を所定単位数に加算する。 
 

実施すること。 
 
※厚生労働大臣が定める施設基準 
七十一の三 指定介護予防通所リハビリテーションにお
ける生活行為向上リハビリテーション実施加算に係る施
設基準 
(略) 
 

 

栄養アセスメント加算【新設】 
ハ 栄養アセスメント加算  50単位 
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビ
リテーション事業所が、利用者に対して、管理栄養士
が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ご
との低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握
することをいう。以下この注において同じ。)を行っ
た場合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、
当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複数
実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けてい
る間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属す
る月は、算定しない。 

  ⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携に
より管理栄養士を１名以上配置していること。 

  ⑵ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その
他の職種の者(ニにおいて「管理栄養士等」という。)
が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者
又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に
必要に応じ対応すること。 

  ⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に
提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その
他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な
情報を活用していること。 

  ⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している
指定介護予防通所リハビリテーション事業所であ
ること。 

 

※厚生労働大臣が定める基準 
十八の二 介護予防通所リハビリテーション費における
栄養アセスメント加算の基準 
通所介護費等算定方法第十六号に規定する基準のいずれ
にも該当しないこと。 
 

 

栄養改善加算【要件】 
二 栄養改善加算  200単位 
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとし
て都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又
はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄
養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養
食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の
維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改
善サービス」という。)を行った場合は、１月につき所
定単位数を加算する。 

 ⑴ (略) 
 ⑵ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養

士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食
形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

 ⑶ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当
該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サ
ービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定
期的に記録していること。 

 ⑷・⑸ (略) 
 

 
 

 

 

 



（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション）   

口腔機能向上加算【区分・要件】 
へ 口腔機能向上加算 
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているもの

として都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下して
いる利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当
該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実
施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下
機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用
者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められ
るもの（以下この注において「口腔機能向上サービス」
という。）を行った場合は、当該基準に掲げる区分に
従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな
い。 
⑴ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位 
⑵ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位 
 

※厚生労働大臣が定める基準 
百八 介護予防通所リハビリテーション費における口腔
機能向上加算の基準 
イ 口腔機能向上加算（Ⅰ） 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配
置していること。 

⑵ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚
士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員そ
の他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改
善管理指導計画を作成していること。 

⑶ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言
語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サ
ービス（指定介護予防サービス介護給付費単位数表の
介護予防通所リハビリテーション費のへの注に規定
する口腔機能向上サービスをいう。以下同じ。）を行
っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録
していること。 

⑷ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状
況を定期的に評価していること。 

⑸ 通所介護費等算定方法第十六号に規定する基準の
いずれにも該当しないこと。 

 

 

科学的介護推進体制加算【新設】 
リ 科学的介護推進体制加算  40単位 
注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビ
リテーション事業所が、利用者に対し指定介護予防通
所リハビリテーションを行った場合は、科学的介護推
進体制加算として、１月につき所定単位数を加算す
る。 
⑴ 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測
定した値をいう。以下同じ。）、栄養状態、口腔機
能、認知症（法第５条の２第１項に規定する認知症
をいう。以下同じ。）の状況その他の利用者の心身
の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出
していること。 

⑵ 必要に応じて介護予防通所リハビリテーション
計画(指定介護予防サービス基準第125条第２号に
規定する介護予防通所リハビリテーション計画を
いう。)を見直すなど、指定介護予防通所リハビリ
テーションの提供に当たって、⑴に規定する情報そ
の他指定介護予防通所リハビリテーションを適切
かつ有効に提供するために必要な情報を活用して
いること。 

 

 
 

 

サービス提供体制強化加算【区分・要件】 
ヌ サービス提供体制強化加算 
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所
リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介
護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該
基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に
応じて１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。
ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場
合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな
い。 
⑴ サービス提供体制強化加算(Ⅰ)  
 ㈠ 要支援１  88単位 
 ㈡ 要支援２  176単位 

※厚生労働大臣が定める基準 
百十三 介護予防通所リハビリテーション費におけるサ
ービス提供体制強化加算の基準 
第三十三号の規定を準用する。 
 
※第三十三号の規定 
三十三 通所リハビリテーション費におけるサービス提
供体制強化加算の基準 
イ サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
⑴ 次のいずれかに適合すること。 
㈠ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員
の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の七



（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション）   
⑵ サービス提供体制強化加算(Ⅱ)   
㈠ 要支援１  72単位 

 ㈡ 要支援２  144単位 
⑶ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 
㈠・㈡ (略) 
 

十以上であること。 
㈡ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員
の総数のうち、勤続年数十年以上の介護福祉士の占
める割合が百分の二十五以上であること。 

⑵ 通所介護費等算定方法第十六号に規定する基準の
いずれにも該当しないこと。 

 
ロ サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
 ⑴（略）          
⑵ イ⑵に該当するものであること。 
 

ハ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 
 ⑴ 次のいずれかに適合すること。 

㈠ 指定通所リハビリテーション事業所の介護職員
の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四
十以上であること。 

㈡ 指定通所リハビリテーションを利用者に直接提
供する職員の総数のうち、勤続年数七年以上の者の
占める割合が百分の三十以上であること。 

 ⑵（略）          
 

 


